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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

１）地域の概要・立地 

 【鹿角市】 

  鹿角市は、秋田県北東部にあり、青森県・岩手県・秋田県三県の県境に位置している。昭和 47

年に、花輪町、十和田町、尾去沢町、八幡平村の 4つの町村が合併して誕生した経緯がある。市の

中部にある花輪盆地に、花輪、十和田の市街地がある。南部は、八幡平や焼山がある山岳地帯とな

っており、北部は十和田湖付近の分水嶺までの丘陵地を市域とする。東西に 20.1ｋｍ、南北 52.3

ｋｍと南北に長く、総面積は 707.52㎢となっている。隣接する自治体としては、秋田県大館市、

北秋田市、仙北市、鹿角郡小坂町、岩手県八幡平市、青森県十和田市、三戸郡田子町、三戸町、新

郷村と多岐にわたる。秋田県北部を貫流する米代川に沿った鹿角盆地と奥羽山系の山々などから形

成されており、総面積のうち約 8割が林野となっている。 

気候は、内陸型気候に属し、令和 5年の年平均気温が 10.7℃、降水量が年間約 1,563mm、最深の

積雪は 85cm となっている。冬は寒さが厳しく、県内では早い段階で降雪・積雪が観測される。年

間最高気温と年間最低気温の差が非常に大きいことが特徴で、真夏日になる日もあれば、-17°C

前後にまで冷え込む日もある。 

 

【小坂町】 

  小坂町は、秋田県の北東部に位置する町である。青森県と境を接し、奥羽山脈の西側、鹿角盆地

の北部に位置する。総面積は 201.70 ㎢で、隣接する自治体は、秋田県大館市、鹿角市、青森県平

川市、十和田市である。町の北東部には十和田湖があるが、平成 20 年までは十和田湖及びその周

辺地域における県の境界にわたる秋田県小坂町と青森県十和田市との境界が確定していなかった。

平成 20年 9 月に青森県十和田市との境界が覚書によって決定し、官報に告示され、十和田湖の西

側が正式に小坂町の町域となった。町土の 7割が森林であり、多くが国有林になっている。中央部

には米代川の支流である小坂川が流れ、北東部には国の特別名勝・天然記念物に指定されている十

和田八幡平国立公園の十和田湖がある。 

  気候は、山間盆地特有の内陸型で、積雪寒冷地となっている。年間最高気温と年間最低気温の差

が非常に大きいことが特徴で、冬場は-15°C 前後にまで冷え込む日もある。冬は寒さが厳しく、

県内では早い段階で降雪・積雪・真冬日が観測される。冬は降雪が続き、冬期間の積雪は平均で平

野部が 80㎝前後、山間部においては 120㎝前後にもなるが、その年の状況により、変動がある。 

 

２）かづの商工会管轄地域 

 平成 6年には花輪・尾去沢・八幡平の 3商工会が合併して鹿角市商工会が設立され、さらに平成

15年には鹿角市・十和田・小坂町の各商工会が合併し「かづの商工会」が設立された。1商工会が

鹿角市・小坂町の 1市 1町を管轄している。会員数 822名、組織率 59.2％、小規模事業者率は 85.9％

となっている（令和 7年 9月 30日現在）。 
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 ３）想定される地域の災害リスク 

  鹿角市・小坂町の地域防災計画によると、地震災害は、市町全域が被災地域となることや災害発

生の予報と災害発生前の避難が不可能であることから、他の災害と比較して応急業務の業務量が非

常に多くなるとともに、電気・通信・道路等の公共インフラと商工会事務所が使用不能となるおそ

れがあるため、対処が最も困難な災害であると考えられる。また、災害履歴を見てみると大雨によ

る被害も多く発生しており被害が大きいことが考えられるため、本計画において想定する災害は地

震災害及び水害（洪水）とし、その他の大規模災害についても適宜準用する。加えて、新型コロナ

ウイルスのように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的かつ急速な蔓延により、鹿角市・

小坂町においても多くの住民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある場合は、国、県及び

市町の対策に準ずるものとする。 

 

項  目 地震災害 水害 

被災地域 全域 主に河川周辺の地域 

主な被災内容 建物倒壊、火災等 床上・床下浸水、土砂崩れ等 

災害発生の予報 不可能（地震は突発的に発生） 可能（気象庁の気象警報・注意報） 

災害発生前の避難 不可能 可能 

参考とした資料 地域防災計画 
地域防災計画 

洪水ハザードマップ 
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 ４）被害想定 

 【地震】 

①想定する地震 

   一定程度の発生確率があり、商工会事務所の建物被害が大きくなると見込まれている「花輪東

断層帯」地震を想定地震とする。 

 

  ②発災条件 

   想定する地震の規模は同じであっても、想定する地震が発生する時刻等の条件により、社会的

な被害や非常時優先業務の必要資源の確保状況が変化する。この計画では、人的被害や建物被害

等が大きく、職員参集が困難な「冬の深夜（午前 2時）」を発災条件とする。 

 

  ③被害想定 

想定する被害として、建物被害、人的被害、避難者数、ライフライン（電力、通信、上下水道、

LPガス）の機能支障等を想定する。 

 

項  目 鹿角市 小坂町 

マグニチュード ７．０ 

最大震度 ７ ６弱 

建物被害 

全壊棟数（棟） ９８９ ０ 

半壊棟数（棟） ２，６４８ １１ 

焼失棟数（棟） ２ ０ 

人的被害 

死者数（人） ５８ ０ 

負傷者数（人） ４８４ ２ 

うち重症者数（人） ６７ ０ 

避難者数 

１日後（人） ５，６７５ １９０ 

４日後（人） ６，４７２ ２４４ 

１か月後（人） ３，０４３ １１ 

ライフライン 

被害 

電力 停電世帯数（世帯） ５，７９２ ８ 

通信（固定電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 不通回線数（本） １８２ ０ 

上水道 断水人口（人） １３，５６０ ７６６ 

下水道 機能支障人口（人） ８２９ ４１ 

LPガス  １，３９８ ０ 

（出典：「秋田県地震被害想定調査報告書」平成２５年８月） 
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  「花輪東断層帯」地震により想定される被害状況 

 

 

   ○花輪東断層帯（Ｍ＝７．０）詳細法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「秋田県地震被害想定調査報告書」平成２５年８月） 

 

 ※前出の被害想定は「花輪東断層帯」地震を想定しているが、その他の大規模災害に関しても準用

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-4.5.2 震度分布図（詳細法） 

（青枠：アスペリティの位置、ひし形：破壊開始点の位置） 
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 【大雨・洪水】 

①想定する大雨・洪水 

鹿角市、小坂町は秋田県内陸部にあり、鹿角市と小坂町の気象データを観測するアメダス鹿角

観測所のデータによると、過去 50年の間に大雨警報に該当する 1時間降水量 50mm以上の記録は

増加傾向にあり、異常気象が続く昨今、大雨に起因する土砂災害及び河川の氾濫による水害の発

生リスクが高いことから、本章では大雨による土砂災害と大規模河川が氾濫した場合を想定す

る。 

 

アメダス鹿角観測所における 1日当最大降水量(mm)              （単位：日） 

期間 250 mm 150 mm 100 mm 50 mm 合計 

1985年～1994年 0 0 1 14 15 

1995年～2004年 0 0 0 20 20 

2005年～2014年 1 0 6 32 39 

2015年～2024年 1 2 4 26 33 

合計 2 2 11 92 107 

 

②発災条件 

気象庁が発表する特別警報に該当する記憶的な大雨が降り、河川の氾濫と冠水による交通網の

寸断が発生した場合を想定する。 

 

③被害想定 

大雨に関する特別警報に該当する大雨が発生し、洪水による床下・床上浸水や土砂崩れ等によ

る直接的被害と、ライフライン（電力、通信、交通）の機能障害が発生した場合を想定する。 

 

項  目 鹿角市 小坂町 

洪水被害 

浸水深 ～0.5m未満 31社 17社 

浸水深 0.5m～3m未満 375社 66社 

浸水深 3m～5m未満 134社 9社 

浸水深 5m～10m未満 118社 1社 

浸水深 10m～20m未満 2社 0社 

合計 660社 93社 

土砂災害 急傾斜地の崩壊、土石流 226社 11社 

ライフライン 

道路 国道 103号線（鹿角市～大館市の移動障害） 

   国道 282号線（鹿角市～小坂町の移動障害） 

   国道 341号線（鹿角市～八幡平地域の移動障害） 

   県道 2号線（小坂町～大館市の移動障害） 

   その他、地域内の県道、市道、町道が各所で土砂災害により通行不能が発生 

鉄道 花輪線（大館市～鹿角市～岩手県の移動障害） 

高速道路 東北自動車道（青森県～岩手県の移動障害） 

     秋田道（小坂町～大館市の移動障害） 
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  ○鹿角市洪水ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川名 想定した 24時間雨量 想定した大雨の頻度 

米代川、福士川、大湯川 

小坂川、熊沢川 
254.0ｍｍ 1,000年に一回程度 
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  ○小坂川洪水ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川名 
想定した 

24時間雨量 

想定した 

大雨の頻度 

小坂川 254.0ｍｍ 100年に一回程度 
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（２）商工業者の状況（かづの商工会経営支援システム：令和 7年 9月 30日現在） 

 ・商工業者数   1,387社 

 ・小規模事業者数 1,191社 

 

 商工業者数 小規模事業者数 事業者の立地状況等 

製 造 業 134 97 
市町内各地に点在している。河川沿い・山間地

での浸水、土石流の危険個所も含まれている。 

建 設 業 252 232 
市町内各地に点在している。河川沿い・山間地

での浸水、土石流の危険個所も含まれている。 

卸 ・ 小 売 業 324 271 

花輪・十和田地区に商店街が形成されている。

河川沿い・山間地での浸水、土石流の危険個所

が多く含まれている。 

サ ー ビ ス 業 478 431 

市町内各地に点在している。河川沿い・山間地

での浸水、土石流の危険個所が多く含まれてい

る。 

そ の 他 199 160 市町内各地に点在している。 

合 計 1,387 1,191  

 

（３）これまでの取組 

 １）鹿角市の取組  

①鹿角市地域防災計画と鹿角市国民保護計画の策定 

②鹿角市避難行動要支援者避難支援計画の策定 

  ③総合防災訓練の実施 

  ④鹿角市業務継続計画（BCP）の策定 

⑤自主防災組織育成事業補助制度の実施 

  ⑥防災に関する情報提供 

   ・鹿角市防災マップの提供 

   ・鹿角市洪水ハザードマップの提供 

   ・メールを活用した鹿角市防災情報の発信 

   ・十和田火山災害想定範囲図の提供 

   ・秋田焼山火山防災マップの提供 

   ・出前講座の実施 

   ・防災ラジオの貸与 

 

２）小坂町の取組  

①小坂町地域防災計画と小坂町国民保護計画の策定 

  ②総合防災訓練の実施 

  ③防災に関する情報提供 

   ・小坂町地震防災マップの提供 

   ・小坂町土砂災害ハザードマップの提供 

   ・小坂川洪水ハザードマップの提供 

   ・メールを活用した小坂町防災情報の発信 

   ・十和田火山災害想定範囲図の提供 

  

３）かづの商工会の取組  

  ①事業者 BCPに関する国の施策の周知 

  ②損害保険への加入促進 
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 ③防災訓練の実施 

  ④事業者 BCP策定個別相談会の開催 

 

Ⅱ 課題 

 当市町における小規模事業者の防災・免災への支援における課題は次のとおりである。 

 ①事業者 BCPの策定が進んでいない 

  管内事業所のうち、既に BCP を策定している事業者は、業種では、製造業・建設業・運輸業・フ

ランチャイズに加盟するコンビニエンスストアなどであり、どの業種・業態においても、その事業

者はごく一部に限られている。規模別では、小規模事業者はほとんど策定していない現状にある。 

  したがって、事業所 BCPの策定に関する市町全体の取組状況は、まだまだ普及・啓発段階にあり、

事業所独自の策定の動きやこれらを支援する商工団体の取組も本格化していないのが実態である。   

また、普及・啓発活動についても、市町、商工団体のそれぞれが取り組んでいるが、連携による

取組強化への必要性が高まっている。 

 

 ②策定支援のスキル習得に課題がある 

  職員の事業者 BCP策定に関する支援スキル習得に課題があり、専門知識やノウハウを持つ専門家

や損害保険会社等との連携が必要である。 

 

 ③小規模事業者向けの策定ツールの不足 

  国をはじめ関係機関等から事業者 BCPの策定ガイドラインやフォーム等が提供されているが、小

規模事業者にとってはハードルが高すぎるとの意見が事業者・支援者双方からあり、簡易版のフォ

ームをはじめとした小規模事業者向けの BCP策定ツールが必要である。 

 

Ⅲ 目標 

 鹿角市地域防災計画及び小坂町地域防災計画に基づき、今にでも発生し得る大規模自然災害等に備

えた中小企業等に対する事前防災や事後のいち早い復旧等の対策について、市、町、商工会が一つに

なって取り組むこととし、特に管内小規模事業者に対して「いかなる大規模自然災害が発生しても、

経済活動を機能不全に陥らせない」ことを目標とした事業継続力強化のための次の取組を行う。 

 

 ①管内小規模事業者への BCP策定支援の強化 

  災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知するとともに、専門家や損害保険会社等との連

携による個別支援の体制を構築し、小規模事業者の BCP策定支援を強化する。 

 

 ②被害の把握・報告ルートの確立 

  災害時における連絡体制を円滑に行うため、当市、当町、当商工会との間における被害情報報告

ルートを構築する。 

 

 ③速やかな応急・復興支援策を行うための連携体制の確立 

  発災後速やかな応急対策や復興支援策が行えるように、組織内における体制、関係機関との連携

体制を平時から構築する。 

  

④インフルエンザ等を含むウイルス感染症対策・施策の周知並びに支援 

  感染症対策において地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調不良者を

出社させないルール作りや感染拡大に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、リスクファイナン

ス対策として保険の必要性も周知する。 

 

 ※その他 

  上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和 8年 4月 1日～令和 13年 3月 31日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

  かづの商工会、鹿角市、小坂町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

１）事前の対策 

多発する自然災害や事故、疫病等、日々の様々な経営リスクから事業者を守り、事業継続を支援

するため、本事業計画における鹿角市・小坂町と商工会の役割を整理して発災時に混乱なく応急対

策等に取り組めるようにする。 

  ① 小規模事業者に対する災害リスクの周知 

   ・商工会職員の巡回により、鹿角市及び小坂町の地域防災計画や防災マップ等を用いて、各事

業所における自然災害リスクを周知する。併せて、「商工会保険・共済チェックシート」の

活用によるリスク軽減に向けた取組や対策について説明する。 

   ・広報誌「商工かづの」や商工会ホームページ等において、国の施策の紹介やリスク対策の必

要性、損害保険の概要、事業者 BCPに積極的に取り組む小規模事業者の紹介等を行う。 

   ・小規模事業者に対し、事業者 BCP（簡易計画含む）の策定には、職員の巡回により実効性の

ある取組が期待できる内容に向けて指導及び助言を行う。 

   ・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する BCP策定セミナーを開催する

ほか、行政の施策、損害保険等の紹介を実施する。 

   ・新型ウイルス感染症は、いつでもどこでも発生する可能性があり感染の状況も日々変化する

ため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静に対応

することを周知するとともに、今後の感染症対策につながる支援策等の情報も提供する。 

 

  ② かづの商工会業務継続計画の更新 

   ・自然災害等発生予測や、鹿角市・小坂町防災計画の改定等の現状に応じ見直しを行うととも

に、職員の異動がある場合は役割変更等の更新を行う。 

 

③ 関係団体との連携 

   ・専門家派遣制度の活用により、事業者 BCPの実現性向上を図る。 

   ・共催によるセミナー等を開催する。 

   ・感染症に関しては、リスクファイナンス対策として各種保険（生命、傷害保険・感染症特約

付き休業補償等）の紹介等も実施する。 

 

  ④ フォローアップ 

   ・小規模事業者の事業者 BCP等取組状況の進捗を把握する。 

   ・鹿角市・小坂町と商工会でかづの事業継続力強化支援協議会を構成し、状況確認や改善点、

支援策について協議する。 

 

  ⑤ 当該計画に係る訓練の実施 

   ・マグニチュード 7.0の地震が発生したと仮定して、鹿角市、小坂町、かづの商工会、秋田県

商工会連合会との連絡ルートの確認等を行う。 
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２）発災後の対策 

  災害発災時には、人命救助を第一として、その上で次の手順で地区内の被害状況を把握し、応急

対応方針の決定をはじめ、関係機関への連絡等の対策を進めることとする。 

また、新型ウイルス感染症の国内感染者発生後は、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消

毒、職員の手洗い・うがい等の徹底を行うとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32

条に基づき、政府による「緊急事態宣言」が発令された場合は、鹿角市及び小坂町における対策本

部設置に基づき当商工会による感染症対策を行う。 

 

  ① 各団体の安否及び業務従事可否確認の対象と目標時間 

団 体 名 安否確認の対象と目標時間 

鹿角市産業活力課 
発災後速やかに災害レベルに応じて対象の職員へ緊急連絡網（E

メール）にて連絡 

小坂町観光産業課 
発災後速やかに災害レベルに応じて対象の職員へ緊急連絡網（E

メール）にて連絡 

か づ の 商 工 会 

○職 員：発災後１時間以内に緊急連絡網（LINEグループ等及び

携帯電話）にて確認 

○三 役：３時間以内に携帯電話等にて確認 

○役 員：１日以内に携帯電話等にて確認 

○会 員：２日以内に役員を通じ地区毎の会員安否を確認 

 

  ② 安否及び業務従事可否確認結果の共有と関係機関等への連絡 

団 体 名 
安否確認結果の連絡窓口 

報告する団体等 
第１順位 第２順位 

鹿角市産業活力課 課 長 商工振興班長 鹿角市危機管理室 

小坂町観光産業課 課 長 課 長 補 佐 小坂町総務管財班 

か づ の 商 工 会 事 務 局 長 副事務局長 

鹿角市産業活力課 

小坂町観光産業課 

秋田県商工会連合会 

 

  ③ 被害規模の目安と想定する応急対策の内容（判断基準） 

被害規模 被害の状況 想定する応急対策の内容 

大 規 模 な 

被害がある 

○地区内の 10％程度の事業所で「屋根や

看板が飛ぶ」「窓ガラスが割れる」等の

被害が発生している。 

○地区内の 1％程度の事業所で「床上浸

水」「建物の全壊・半壊」等、大きな被

害が発生している。 

○被害が見込まれる地域において連絡が

取れない、もしくは交通網が遮断されて

おり、確認ができない。 

１）緊急相談窓口の設置・相談

業務 

２）被害調査・経営課題の把握

業務 

３）復興支援策を活用するため

の支援業務 

被害がある ○地区内の 1％程度の事業所で「屋根や看

板が飛ぶ」「窓ガラスが割れる」等の被

害が発生している。 

○地区内の 0.1％程度の事業所で「床上浸

水」「建物の全壊・半壊」等、大きな被

１）緊急相談窓口の設置・相談

業務 

２）被害調査・経営課題の把握

業務 
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害が発生している。 

ほぼ被害は

な い 

○目立った被害の情報がない。 特に行わない 

※連絡が取れない区域においては、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

  ④ 鹿角市・小坂町と商工会における被害情報等の共有間隔 

期間 情報共有する間隔 

発災直後 速やかに情報を共有する 

発災後～１週間以内 １日に１回以上共有する 

２週間以内 ２日に１回以上共有する 

１ヶ月以内 新たな事象が判明した時点で共有する 

１ヶ月超 適宜共有する 

 

 ３）発災時における指揮命令系統・連絡体制 

  発災時には管内事業者の被害状況の報告及び指揮命令の仕組みを構築し、二次被害を防止するた

め被災地域での活動を行うことについての決定、鹿角市・小坂町と商工会が共有した情報を秋田県、

秋田県商工会連合会が指定する方法にて報告することをあらかじめ確認しておく。 

感染症流行の場合、国や県からの情報や方針に基づき、当商工会と鹿角市・小坂町が共有した情

報を秋田県の指定する方法にて当商工会または鹿角市・小坂町より秋田県に報告する。 

自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行う

ことができる仕組みを構築する。なお、体制図は次のとおりである。 

 

 ■指揮命令・連絡体制図 

小規模事業者

秋田県

かづの商工会

秋田県商工会連合会

鹿角市産業活力課 小坂町観光産業課

鹿角市危機管理室 小坂町総務管財班

 
 

４）応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

  ・相談窓口の開設方法について鹿角市・小坂町と協議する。 

  ・安全性が確保された際、かづの商工会に相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

  ・応急時に有効な被災事業者施策（国、県及び市町等の施策）について、地区内の小規模事業者

等に周知する。 

・当商工会は、国、県及び市町から相談窓口設置に関して特別の要請を受けた場合はこれに従う
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ものとする。 

・感染症拡大において事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とし

た支援を実施するために相談窓口の開設等を行う。 

 

 ５）地区内小規模事業者に対する復興支援 

  ・秋田県及び鹿角市・小坂町の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者

に対し支援を行う。 

  ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等 

を秋田県等に相談する。 

 

 ※その他 

  上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和 7年 12月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導

員の関与体制 等） 
 

○実施体制 

事務局長　１名

経営指導員　6名

経営支援員　6名

計13名

町総務管財班

副事務局長

法定経営指導員1名

■鹿角市 ■小坂町

市産業活力課長 町観光産業課長

市産業活力課 町観光産業課

■かづの商工会

市危機管理室 事務局長

かづの商工会

連携
確認 連携

連絡調整

連携

連絡調整

確認 連携

 
 

 

○３者が共同で事業を実施するための体制 

かづの事業継続力強化支援協議会 

（事業の企画立案・評価・見直し機関） 

【構 成 員】 ○鹿  角  市：産業活力課長、商工振興班長 

○小  坂  町：観光産業課長、課長補佐 

○かづの商工会：事務局長 

法定経営指導員１名 

【外部有識者】※必要に応じて招へいする 

○専門家、連携する損害保険会社等 
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（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  ■氏 名 岩井 寛樹 

  ■連絡先 TEL 0186-22-0050 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

商工会の法定経営指導員を中心として、本計画の具体的な取組や実行を行うものとし、随時、小

規模事業者に対する際がリスクの周知をはじめ事業所 BCPの策定支援等の進捗状況を管理し、四半

期ごとに進捗状況を共有する。 

  また、他の職員に対し、指導及び助言を行いながら、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しを実施する。 

  年１回、かづの事業継続力強化支援協議会を開催し、状況確認や改善点等を協議する。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  ■かづの商工会 

    〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字柳田１４番地１ 

    TEL 0186-22-0050 FAX 0186-23-2698 

    E-mail kazuno@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

  ■鹿角市 産業部産業活力課 

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４番地１ 

    TEL 0186-30-0250 FAX 0186-30-1515 

    E-mail shoukou@city.kazuno.lg.jp 

 

  ■小坂町 観光産業課 

〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地４１番地１ 

    TEL 0186-29-3908 FAX 0186-29-5481 

    E-mail kankou-syoukou@town.kosaka.akita.jp 

 

 ※その他 

  上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

 
令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

必要な資金の額 425 425 553 553 553 

 

 

１．BCP策定セミナー開催費 

  【集団】 

 （講師謝金、旅費、会場 

借料、案内郵送料 等） 

 

２．専門家派遣費【個社】 

 （専門家謝金・旅費） 

 

３．普及・啓発費 

  （チラシ印刷費 等） 

 

 

 

156 

 

 

 

 

192 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

192 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

320 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

320 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

320 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 会費収入、国・県・市補助金、各種手数料 等 

 

 ※但し、上記経費のうち、講師や専門家の謝金・旅費については必要額を見込んでいるが、専門 

家派遣機関や連携する損害保険会社が無償等で派遣応諾いただいたときには、当該経費が減額にな 

る場合がある。 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 


